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　　有給休暇について、新たに年5日の年次有給休暇の時季
指定が義務化されるので、今までの運用を見直そうと考えて
います。有給休暇の付与の仕方について教えてください。

　　既に、皆様ご存知かと思いますが、平成31年4月1日から
新たに義務化される『年5日の年次有給休暇の確実な取得
（年5日の年次有給休暇の時季指定）』の概要は次のとおりで
す。
　年10日以上の有給休暇を付与される従業員については、
施行日以降の最初に付与される基準日から1年以内に、必ず
5日は有給休暇を消化してもらわなければなりません（時季
指定する）。
　仮に10月1日基準なら、「平成31年10月1日から1年の間
に5日」となります。
　また、「付与される」となっていますので、既に取得し繰り越
した日数は含みません。4月1日以降に新たに10日付与され
る従業員が対象です。
　ただし、従業員本人が指定した日（有休を取った日）や計画
的付与による日があれば、その日数は5日より控除し、使用者
は残った日数についてのみ指定する義務があり、それらの日
数が5日を上回っていれば、指定する日数はなくなります。
 　なお、時季指定することを従業員に伝え、時季について意
見を聴取しなければなりません。
　上記は、基本的な考え方ですが、「年次有給休暇管理簿」の
作成・保存（期間中及び期間経過後3年間）も義務化され、今後
の管理が重要になってきます。
　そこで、これからしっかり管理を行うために、改めて、有給休暇
の基本的な運用についてみていきましょう。
　まず、有給休暇は、「6か月継続勤務し全労働日の8割以上出
勤した従業員」が取得できますが、この継続勤務とは在籍のこと
を指し、試用期間、有期契約を反復継続した期間、休職期間や
在籍出向期間等も含まれますし、定年後引き続き再雇用した場
合も通算します。
　そして、法律上は「有給休暇を与えなければならない」となっ
ていますが、従業員が要件を満たせば、自動的に取得する休暇
であり、事業主が与えるか否かを決められるものではありませ
ん。従業員の有給休暇の請求（時季指定）とは、事業主の許可
を得ることではなく、休暇を取る日を通知することなのです。事

業主は、使用目的も制限できませんし、客観的に「事業の正常
な運営を妨げる場合」でなければ、強制的に、その休暇を止め
させたり、日を変更させたり（時季変更）できません。
　ここで、「強制的に」といいましたが、従業員の請求に対し、上
司等が「忙しいから別の日に変えてほしい」と依頼し、従業員が
了解して変更した場合は、合意による変更ですので何も問題は
ありません。一方、同意が得られず変更を命じざるを得ないとき
は、単に「忙しい、常態的に人員が少ない」では理由にならず、客
観的に「事業の正常な運営を妨げる場合」という理由が必要に
なるのです。具体的には、「事業所の規模、有給休暇指定日の
業務の内容、その時季の業務の繁閑、代替者の確保の難易
度、同時季に請求する人数、その他諸般の事情」を考慮して判
断されます。例えば、「ゴールデンウィーク等、請求が集中した」
「事業所の繁忙期にもかかわらず、直前になって連続した何日も
の請求があった」「当該従業員が担当している業務について、取
引先との交渉等、重要な予定のある日に重なっていて、日程の
変更もできず、他に担当できる者もいない」などの場合が考えら
れます。また、「以前から予定のあった、業務に必要性のある研
修で、本人が受けなければ他に同等の技能の修得方法がない
場合の、研修日と重なった有給休暇」の時季変更権が認められ
た例もあります。なお、取得の請求を「事前にすること」と定める
ことはできます。当日に申し出られても、事業主が時季変更権を
行使するかどうか検討する時間がないからです（「前 日々までに
請求するものとする」との規定が有効とされた例があります）。
今後は、代替の措置を講じずに変更権を行使することはできま
せんので、せめて早めに申し出てもらうよう手続きを整備してお
きたいものですね。

Q

A

筆者：西尾直子氏
社会保険労務士（大阪府社会保険労務士会所属）
知的財産管理技能士[二級・管理業務]、生産性賃金管理士（日本生産性本部認定）
法律事務所にてパラリーガルとして勤務。社会保険労務士資格を取得し、外山法律事務所の
パートナー事務所を開設。
立命館大学・医療経営講座の修了生（齋藤清一先生に師事）でもあり、医療労務コンサルタント
（全国社会保険労務士連合会認定）として、医療機関からの相談も数多く手掛けている。

西尾 直子

ご相談は
こちらに

［第7回］
  年次有給休暇制度について（取得と時季変更権）

労務管理ワンポイントアドバイスアドコラム

業務管理・運営の現場に役立つ情報をピックアップ
プチポチ・インフォ

Petit Poti Info.
今回はForestグループが取り扱っている、経費削減・働き方改革などのお役に立てるツールを一挙にご紹介します！

「医療費あと払い」は、株式会社エムイーエックステクノロジーズが提供する患者さまの外来受
診時、訪問サービス時の自己負担金を「あと払い」にするサービスです。現金のやり取りをなくす
ことで、多様な患者さまを抱える医療機関のサービス充実をサポートいたします。
現金の取り扱いが煩わしい、会計・集金業務が煩雑、未収時トラブル対応が大変、そんな医療機
関の方々におすすめのツールです。

ロコモ予防には起立運動が効果があるとされています。 
「単純な動きの繰り返しでつらい…」「すぐに飽きてなかなか長続きしない…」
起立の森は、そんな“起立運動”を楽しく続けられるようゲーム感覚で取り組んでもらうための
リハビリ支援ゲームです。

株式会社エネットは新電力のリーディングカンパニーです。2000年の設立より、官公
庁系・民間系、そして事業規模の大小を問わず、全国のお客さまに選ばれています。
調剤薬局や、クリニック、病院施設での削減実績も多数ございます。
気になったらまずはお気軽に見積もり依頼を！

業務効率化・未収対策！  医療費あと払い

患者さんの知りたいに応える！  Q Life掲載プラス

ロコモ予防・リハビリ支援！  リハビリウム 起立の森

節約・節電！電気は選ぶ時代に！  新電力 エネット

情報共有・アポイント管理に！  Dr.JOY

①写真10点掲載（Yahoo,Mapionにも掲載）
②検索結果優先表示
③メールで簡単メッセージ配信
④予約サイトリンク
⑤患者さんの声調査（ネット回答）▶通常50,000円が無料！！

スタンダードプラン（①～⑤）月額5,000円（税別）

⑥誘導枠表示（Yahoo,Mapionにも掲載）
⑦検索結果さらに優先表示
⑧患者さんの声調査（手書き回答対応）

プレミアムプラン（①～⑧）月額10,000円（税別）

立ったり座ったりを繰り返すだけ！どこでもできる！
筋力維持や歩行安定に有効！リハビリ効果が高い！
「脳卒中治療ガイドライン」でリハビリの中核に位置づけ！

詳細はアステム公式HPでご確認ください
https://www.astemf.jp/sales_function/service.php

簡単
効果的
オススメ

起立運動の
いいところ

機能一覧
◎ 院内スタッフとの情報共有
◎ 地域連携での情報共有
◎ 取引業者の自動名簿化
◎ 取引業者への一斉連絡
◎ アポイント調整
◎ 訪問予定管理　◎ 入退館管理

✓　部外者の訪問管理が明確に → セキュリティ向上
✓　秘書の仲介業務負担軽減
✓　MRの出待ちが激減
✓　問い合わせの電話減少 → 患者さん回線の確保
✓　業務スケジュールがたてやすくなる
✓　連絡のレスポンス向上
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